
2023 年 4 月 14 日 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律案に対する趣旨説明質疑 

 

立憲民主党・無所属 

坂本祐之輔 

 

 立憲民主党の坂本祐之輔です。私は立憲民主党・無所属を代表して、質問を行います。 

 

法案の質問に先立ちまして、国民の生活に重大な影響を与えた昨日朝のＪアラート発信

につきまして、質問いたします。 

昨日朝、北朝鮮からミサイルが発射されました。その直後の 7:55 に J アラートが発信さ

れ、そして 8:16 には「落下の可能性が無くなった」と修正されました。この間、北海道で

は JR は 28 本運休し、地下鉄も含め多くの交通機関が運転を一時見合わせ、一部の小中学

校では始業時間を繰り下げ、高速道路に至っては 9 時頃まで通行止めが続くなど、大きな

社会的混乱をもたらしました。 

落下の蓋然性と社会的混乱の関係をどのようにお考えでしょうか。この J アラートの国

民生活への影響を考えると、不確実な情報を元に発信している今のシステムに対して疑念

を感じています。この点について官房長官に見解をうかがいます。 

また、今後、J アラートの運用の改善が必要ではないかと考えますがいかがでしょう

か。官房長官に見解をうかがいます。 

 

それでは、ただいま議題となりました「行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」につきまして、河野デジタル担当

大臣、加藤厚生労働大臣に対し、質問を行います。 

 

（マイナンバーの利用範囲の拡大等） 

立憲民主党は、行政及び社会のデジタル化を推進するにあたって、①政府による監視手段

にしない ②個人情報の保護 ③セキュリティの確保 ④利便性の向上 ⑤使わない人が

不利にならない、の 5 つの理念を重視してきました。その観点から、今回のマイナンバー法

等の改正は、懸念の残るものといわざるを得ません。 

 現行法では、マイナンバーの利用事務を税務、社会保障、災害の 3 分野に限るものとし、

かつそれらの分野内の利用事務についても国会の審議に基づいて法律で定めた事務につい

てのみ認め、マイナンバー付き個人情報の提供を厳格に制限しております。今回の改正案で

は、マイナンバーの利用事務を国家資格や自動車登録、在留外国人の事務に拡大します。ま



た、法律でマイナンバーの利用が認められている事務に「準ずる事務」で事務の性質が同一

であるものであれば、法改正なしにマイナンバーを利用でき、法律でマイナンバーの利用が

認められている事務について、主務省令に規定することで情報連携が柔軟にできるように

なります。 

本年３月９日のマイナンバー制度に関する最高裁判所判決において、具体的な法制度や

システムの内容次第では、利用分野・事務を拡大すれば、より広範な個人情報が番号にひも

付けられ、名寄せされ、データマッチングやプロファイリングされてしまう危険性が高まる

ことが指摘されています。利用範囲の安易な拡大は、情報漏えいに加え、利用者の知らない

ところで政府に勝手に名寄せされ、悪用される恐れも高めるのではないでしょうか。データ

マッチングやプロファイリングの危険性について、河野デジタル担当大臣はいかがお考え

でしょうか。 

法律の別表で利用の範囲を明示する仕組みは、名寄せリスクやいわゆる国民の情報が全

て一元管理されるのではないかという国民の不安に対する答えであったと考えます。国会

審議と法改正は、マイナンバーへの国民の信頼の重要な基盤であり、新たなガバナンスの仕

組みもないままの安易な利用拡大は国民の不安を募らせることになります。利用事務につ

いては、国会での十分な審議を行って法定する手続が必要であり、今回の改正は、立法府の

監視機能を軽視するものではないでしょうか。国会や有識者の十分な検討がないまま、なし

崩し的に用途が拡大する恐れはないでしょうか。少なくとも独立した第三者の専門家が妥

当性を事前に判断するといった仕組みを導入すべきではないでしょうか。河野大臣の明快

な答弁を求めます。 

 

（マイナンバーカードと健康保険証の一体化） 

次に、マイナンバーカードと健康保険証の一体化についておたずねいたします。私は、セ

キュリティを確保した上で、健康保険証とマイナンバーカードを一体化し、希望する人がマ

イナンバーカードを取得して､健康保険証として利用することを否定するものではありま

せん。議論なし、準備なし、根拠なしの「義務化」に問題があると考えます。 

河野大臣に伺います。「国民皆保険制度」を採用する我が国では、健康保険証の廃止は、

番号法の申請主義、任意取得の原則に反し、マイナンバーカードの取得を事実上強制しよう

とするものであり、カードの取得が進まないことに対する「ショック療法」のように受け止

められます。健康保険証の廃止は、デジタル化の推進に当たっての、「誰もが不自由なく行

政とのやり取りを行える機会が得られるよう必要な措置を講ずる」、「従来の機能を求める

国民のニーズに十分配慮する」との附帯決議に抵触しないでしょうか。また、カードと運転

免許証の機能の一体化では、運転免許証自体を廃止しないのに、保険証は廃止するのは矛盾

していないでしょうか。 

医療機関でのオンライン資格確認システムの運用開始は７割ほどにとどまっています。

不具合も多く報告されています。この際、廃業や閉院を決意する医療機関もあります。加藤



厚生労働大臣に伺います。環境整備が追いつかず、現場の混乱も予想されますが、どのよう

に対処するおつもりでしょうか。同じ保険料を負担しながら、マイナ保険証を利用しないだ

けで負担が増えることになるのは、医療給付の平等性を損ないかねないのではないでしょ

うか。 

「資格確認書」も申請主義であり、被保険者証を有しない被保険者すなわち無保険者が必

ず発生します。従来の健康保険証を存続させれば、新たに別の制度をつくる必要はないと考

えます。これまで同様、健康保険証は全員に交付した上で、希望者はマイナンバーカード利

用とすればよいだけのことで、何の不都合があるでしょうか。加藤厚生労働大臣の明快な答

弁を求めます。 

マイナ保険証については、その利用時に顔認証システムの利用を事実上強制することに

なります。日弁連は、顔認証システムによるプライバシー侵害の大きさに鑑み、「医療機関

受付での個人番号カードを用いた顔認証システムの利用」及び「個人番号カードを健康保険

証、運転免許証等と紐付けることにより顔認証データの利用を著しく拡大させ、顔認証シス

テムの利用範囲を拡大させること」の中止を求めています。顔認証システムについての河野

大臣の見解を伺います。 

 

（戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加） 

2024 年に予定されているマイナンバーカードの海外利用開始に伴い、氏名をローマ字表

記できるようになります。また、戸籍や住民票に「氏名の振り仮名」が記載されるようにな

ります。 

マイナンバーカードは、性別欄等が表面に記載されていることから、性同一性障害や

LGBTQ 当事者にとっては、精神的・心理的苦痛をもたらすものでもあります。券面の記載

に関して、マイナンバーや性別の記載を削り、プライバシーや性同一性障害の方の人権保障

に資するよう見直すことについて、河野大臣はいかがお考えでしょうか。 

 

（行政機関等経由登録の特例制度の創設) 

年金などの公金受取口座について、行政機関が既に口座情報を保有している場合、公金受

取口座として登録するかどうか本人に確認し、一定期間に不同意の回答がなければ同意と

見なす特例制度についておたずねいたします。 

デジタル庁の検討会では、不同意でなければ同意と見なすのは、「よくよく注意したほう

がいいのではないか」「個人的にはやらないほうがいいのではないか」などと慎重な検討を

求める声も上がっていました。勝手に登録されたとの不満の声が募る可能性もあります。公

金受取口座とマイナンバーのひも付け登録には、名義人の積極的な同意を求めるべきでは

ないでしょうか。通知を受け取るのが困難な層への配慮についてはどのようにお考えでし

ょうか。口座の登録で資産が把握されるのではとの不安がありますが、登録した口座の利用

目的についての安易な拡大や流用への歯止めはどのようになっているのでしょうか。河野



大臣の答弁を求めます。 

 

（横浜市の住民票等の誤交付について） 

横浜市内などのコンビニでの公的証明書交付サービスで、誤発行した住民票などが１０

通あり、１８人の個人情報が流出したとの調査結果が発表されました。誤発行の証明書は全

て回収済みで、悪用の形跡は見つかっていないのは幸いです。「マイナンバーカードが急速

に普及して利用者が増え、システムに負荷がかかり続けた結果、発行が滞ってしまった」と

いいますが、ポイントを付与して、高圧的にマイナカードを取得させておいて、この言い訳

はありません。現場の状況やシステムの能力を顧みずに闇雲にマイナンバーカード普及を

促した結果ではないでしょうか。しかも、住民票が出てこないならわかりますが、他人の住

民票が出てくるというのはなぜでしょうか。システム負荷が原因とはいっても、原因をしっ

かり究明し再発を防ぐ必要があります。また、全国の自治体で同様のことが起こらないか調

査すべきと考えます。河野大臣の見解を伺います。 

 

（基本姿勢） 

政府は 2023 年度末までにほぼ全国民に行き渡らせるとの目標を掲げ、アメとムチで躍起

になって進めてきました。 

私は、今回の改正は強引に過ぎ、かえってマイナンバーへの不信感をさらに強めることに

ならないか、危惧しています。河野大臣、あくまで申請主義であるのに、そこまでして事実

上の義務化をしようとするのはなぜでしょうか。 

政府の個人情報保護委員会によると、２０１７年度から２０２１年度の５年間で少なく

とも３万５千人分のマイナンバー情報の漏えいなどが発生しています。マイナンバーなど

の情報入力の受託業者が無断で中国の業者に再委託し、個人情報の流出が疑われる事案も

表面化しました。デジタル庁によると、マイナンバーカード未取得の理由は「情報流出が怖

い」、「申請方法が面倒」、「メリットを感じない」がそれぞれ３分の１ずつとなっています。

河野大臣、マイナカードを「デジタル社会の基盤」にしたいのであれば、いま政府が行うべ

きは、政府への信頼を高めるとともに、安全性をより高める制度設計に努め、国民のマイナ

ンバー制度やカードに関する懸念を一つ一つ払拭することであると考えます。河野大臣は

いかがお考えでしょうか。 

最後に、立憲民主党は、今後も、国民のための行政と社会のデジタル化を推進する政党と

して、個人情報保護とセキュリティを十分に確保し、行政の監視や統制の手段ではなく、国

民の利便性の向上に資するデジタル化を目指していくことを表明し、質問を終わります。 


